
令和８年４月１６日 

事業者の皆様 

京 都 市 上 下 水 道 局 

監 理 課 監 理 検 査 担 当 課 長 

 

「京都市上下水道局における熱中症対策に資する 

現場管理費の補正の試行に関する要領」の一部改正について 

 

 平素は、本市上下水道局事業に御協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

上下水道局では、近年の夏季における猛暑日などの気候状況及び国における取組を

踏まえ、「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行」を令和３年度から実施して

います。 

今般、令和８年４月の国土交通省の土木工事標準積算基準の改正に伴い、本要領の

一部を改正しました。 

今後は、改正した要領に基づき運用しますので、京都市上下水道局発注工事の請負

事業者の皆様も、御対応いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 改正した要領 

京都市上下水道局における熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行に関す

る要領【添付】 

 

２ 適用時期  

令和８年４月１日以降に契約する工事（随意契約も含む。）から適用します。 

 

３ 要領の公表 

要領については、京都市上下水道局ホームページに掲載しておりますので、そち

らを御確認ください。 

 トップページ→京都市上下水道局の紹介→上下水道局が所管する要綱等→技術

監理室監理課が所管する要綱等 

 

https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000245085.html 

 

以上 






